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市議会だよりは、皆様と市議会をつなぐ【パイプ役】として常に『正確で
わかりやすい』をモットーに編集しています。この市議会だよりをよりよい
ものとしていくため、皆様のご意見をお寄せください。お待ちしています。

あなたのご意見を
お寄せください

ようこそ
市議会ホームページへ

本会議・委員会の日程をはじめ、
一般質問の通告内容や発言順も
掲載しています。
また、インターネットによる議
会中継（生中継・録画中継）も
ご覧いただけます。
ぜひ一度ホームページをご覧に
なって関心のある本会議や委員
会を傍聴してみてください。
※傍聴を希望される場合は、議会事
務局（蕁42-8790）でご確認く
ださい。本会議の傍聴は市役所議
会棟4階でできます。
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議会だより編集委員会（◎委員長、○副委員長）
◎別府　直　　○土本昌幸　　　井上芳弘
黒田秀一　　　後藤千明　　　三宅利弘

普段の生活の中で市や国などの役所等に意見や希望があるときは、その内容
を文書にして、市議会に提出することができます。これを｢請願」又は「陳情｣
といいます。なお、請願には、市議会議員の紹介が必要です。
請願は議会で審査し、採択･不採択を決定します。また陳情も請願に準じて

原則、所管の委員会に付託して、取り扱いを決定し、いずれも妥当なものには、
施策に反映するように要望していきます。
請願と陳情は、年間を通じて、いつでも受け付けていますが、議会で審議す
る関係上、年4回の定例会前に提出をお願いします。（定例会で審査するのは、
定例会開催１週間前の議会運営委員会前日の午後５時までに受理したもの。そ
れ以後に受理したものは、次の定例会において審査します。）
議会基本条例の策定により、請願及び陳情を市民の政策提言と位置づけ、そ
の審議及び調査にあたっては、提出者が希望した場合は、意見を述べる機会を
保障します。

◆◆◆請願・陳情について◆◆◆

平成22年度　政務調査費収支報告
議員の調査研究に資するために必要な経費の一部として、議員１人当たり年額10万円を会派に対し政務調査費とし

て交付しています。（不用額は年度末に返還）
平成22年度の収支報告についてお知らせします。

政務調査費の執行状況の公開について
議会基本条例の施行により、政務調査費の執行状況を常時公開しています。市役所1階の専用カウンターで、平成21年度分の政

務調査費実施報告書、調査研究実施報告書等の資料をご覧いただけます。平成22年度分についても、早い段階で公開する予定です。


